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規 則

北海道中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年４月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第５８号

北海道中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則
北海道中小企業高度化資金貸付規則（昭和４２年北海道規則第１５７号）の一部を次のように
改正する。
第６条第１項中「貸付時」を「前条第２項に規定する貸借契約の締結時」に改める。
別記第２号様式第４条第１項及び第２項中「ものとする」を削り、同条第３項中「納める
ものとする」を「納めなければならない」に改め、同様式第６条第２項中「手続をとらなけ
れば」を「質権を設定しなければ」に改め、同様式第８条第１項中「乙が」を「乙は」に改
め、「は乙」を削り、「の支払いを請求することができるものとする」を「を支払わなけれ
ばならない」に改め、同条第２項中「甲は、乙が」を「乙は、」に、「請求をするとき
は、」を「一時償還の請求を受けたときは、甲に対し」に、「の支払いを請求することがで
きるものとする」を「を支払わなければならない」に改め、同様式第１０条中「甲に対して」
を「この契約に基づいて乙が負担する一切の債務を保証し」に、「債務履行の責めを負うも
のとする」を「債務を履行しなければならない」に改め、同様式第１３条に見出しとして
「（契約に定めのない事項）」を付し、同条を同様式第１４条とし、同様式第１２条の次に次の
１条を加える。
（公正証書作成業務）
第１３条 乙及び連帯保証人は、甲の請求があるときはいつでもこの契約の承認及び強制執行
の認諾をする旨の文言がある公正証書を作成する手続をとるものとする。
附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。
２ この規則による改正後の北海道中小企業高度化資金貸付規則別記第２号様式の規定は、
この規則の施行の日以後に締結される貸借契約について適用し、同日前に締結された貸借
契約については、なお従前の例による。

告 示

北海道告示第２５９号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条の１７第１項の規定に
より、次のとおり指定区域として指定する。
平成２１年４月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指 定 番 号 第２８号
� 指定の区域 上川郡東川町１３０７番１の一部
� 埋立地の区分 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号。

以下「政令」という。）第１３条の２第３号イ及び廃棄物の処理及び清
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掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号。以下「省令」と
いう。）第１２条の３１第２号

２� 指 定 番 号 第２９号
� 指定の区域 空知郡中富良野町字中富良野３９６８番１の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号
３� 指 定 番 号 第３０号
� 指定の区域 上川郡和寒町字三和６２５番の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号
４� 指 定 番 号 第３１号
� 指定の区域 士別市朝日町字登和里３９８０番１の一部、３９８０番９の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号
５� 指 定 番 号 第３２号
� 指定の区域 上川郡東川町９１４番１８２の一部、９１４番２０５の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第１号
６� 指 定 番 号 第３３号
� 指定の区域 上川郡東川町１０４６番１８の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号
７� 指 定 番 号 第３４号
� 指定の区域 名寄市字瑞穂５２１番の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号
８� 指 定 番 号 第３５号
� 指定の区域 名寄市字内淵２５２番４の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号
９� 指 定 番 号 第３６号
� 指定の区域 中川郡中川町字富和５０番１の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号

１０� 指 定 番 号 第３７号
� 指定の区域 枝幸郡枝幸町歌登西歌登３８５番１の一部、３８５番２の一部、３８５番５

の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第１号

１１� 指 定 番 号 第３８号
� 指定の区域 枝幸郡中頓別町字弥生２００番２の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第１号

１２� 指 定 番 号 第３９号
� 指定の区域 枝幸郡枝幸町歌登西歌登３８５番２の一部

� 埋立地の区分 政令第１３条の２第２号
１３� 指 定 番 号 第４０号
� 指定の区域 枝幸郡中頓別町字弥生１３５番４の一部、１６０番３の一部、４２６番の一

部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号

１４� 指 定 番 号 第４１号
� 指定の区域 斜里郡斜里町字三井１１４番１の一部、１１４番３の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第１号

１５� 指 定 番 号 第４２号
� 指定の区域 斜里郡斜里町字三井８９番２の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第１号

１６� 指 定 番 号 第４３号
� 指定の区域 斜里郡斜里町字来運８０番５の一部、８０番６の一部、８０番１４の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第２号

１７� 指 定 番 号 第４４号
� 指定の区域 網走市字潮見４３番の一部、５３番１の一部、５３番２の一部、５４番１の

一部、５４番２の一部、３９番６の一部、字天都山２０８番１の一部、２０８番
３の一部

� 埋立地の区分 政令第１３条の２第１号
１８� 指 定 番 号 第４５号
� 指定の区域 紋別市新生９９番１の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第２号

１９� 指 定 番 号 第４６号
� 指定の区域 網走郡美幌町字田中３８番１の一部、３８番２の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第１号

２０� 指 定 番 号 第４７号
� 指定の区域 網走郡美幌町字高野７５番６の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第２号

２１� 指 定 番 号 第４８号
� 指定の区域 常呂郡佐呂間町字知来５９４番の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号

２２� 指 定 番 号 第４９号
� 指定の区域 常呂郡佐呂間町字知来５９４番の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号

２３� 指 定 番 号 第５０号
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� 指定の区域 紋別市新生１７５番２の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号

２４� 指 定 番 号 第５１号
� 指定の区域 紋別市新生２６２番３の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号

２５� 指 定 番 号 第５２号
� 指定の区域 紋別市新生９０番４の一部、９０番６の一部、９０番７の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号

２６� 指 定 番 号 第５３号
� 指定の区域 紋別市渚滑町元新９５番１の一部、９６番１の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号

２７� 指 定 番 号 第５４号
� 指定の区域 斜里郡斜里町字川上１７０番３の一部、１７０番１７の一部、１７０番１９の一

部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号

２８� 指 定 番 号 第５５号
� 指定の区域 斜里郡斜里町字川上１７０番３の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号

２９� 指 定 番 号 第５６号
� 指定の区域 斜里郡斜里町字越川２６０番３の一部、２６１番３の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号

３０� 指 定 番 号 第５７号
� 指定の区域 北見市小泉７６２番３の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号

３１� 指 定 番 号 第５８号
� 指定の区域 紋別郡上湧別町字富美１８４８番の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第３号イ及び省令第１２条の３１第２号

３２� 指 定 番 号 第５９号
� 指定の区域 北見市本沢２０１番１の一部、２３８番１の一部、２３９番１の一部、７１１番

１の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第１号

北海道告示第２６０号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第１項の
規定により、神竜土地改良区の行う土地改良（維持管理）事業の土地改良事業計画の変更の

認可の申請を適当と決定した。
その関係書類は、北海道空知支庁に備え置いて、平成２１年４月８日から２０日間、一般の縦
覧に供する。
平成２１年４月７日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第２６１号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、道営土地改良（開
陽地区畜産担い手育成総合整備［担い手支援型］（区画整理））事業の土地改良事業変更計
画を定めた。
その関係書類は、北海道根室支庁に備え置いて、平成２１年４月８日から２０日間、一般の縦
覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第８７条第６項の規定に
基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。
また、同法第８７条の３第６項において準用する同法第８７条第７項の規定による決定に不服
がある者は、同法第８７条の３第６項において準用する同法第８７条第１０項の規定に基づき、北
海道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の
取消しの訴えを提起することができる。
平成２１年４月７日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第２６２号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法第８条第１
項の規定により、鹿追町の行う土地改良（幌内地区農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
［基盤整備］（農業用道路））事業の施行の協議について審査の結果、適当と決定した。
その関係書類は、北海道十勝支庁に備え置いて、平成２１年４月８日から２０日間、一般の縦
覧に供する。
平成２１年４月７日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第２６３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法第１０条第１
項の規定により、平成２１年３月２７日、雄武町の行う土地改良（雄武中央地区維持管理）事業
の施行に同意した。
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平成２１年４月７日
北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第２６４号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２１年４月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 幌泉郡えりも町字歌別６２７の５・６２８の２・字庶野１１８の

１・１１９の６（以上４筆について次の図に示す部分に限
る。）

２ 指 定 の 目 的 水源のかん養
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道日高支庁産
業振興部林務課及びえりも町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２６５号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２１年４月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 幌泉郡えりも町字歌別６２７の５・６２８の２（以上２筆につ

いて次の図に示す部分に限る。）
２ 指 定 の 目 的 魚つき
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道日高支庁産
業振興部林務課及びえりも町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２６６号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２１年４月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 赤平市百戸町北５２０の１（次の図に示す部分に限

る。）
２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 解 除 の 理 由 鉱業用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び赤平市役所に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２６７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２１年４月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
釧路市（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
釧路市（次の図に示す部分に限る。）

	 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林 厚岸郡厚岸町（次の図に示す部分に限る。）
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の所在場所
� 保安林として指定された目的 霧害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道釧路支庁産
業振興部林務課並びに釧路市役所及び厚岸町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２６８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２１年４月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件の変更に係る保

安林の所在場所
恵庭市（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

稚内市（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る立木の伐採を禁止する。
	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 指定施業要件の変更に係る保 稚内市（次の図に示す部分に限る。）
安林の所在場所

� 保安林として指定された目的 なだれの危険の防止
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る立木の伐採を禁止する。
	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係支庁産業振興
部林務課及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２６９号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ
た。
平成２１年４月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

札幌市（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び札幌市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２７０号

平成１６年北海道告示第８５５号（河川予定地の指定）は、廃止する。
平成２１年４月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
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北海道告示第２７１号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定により、次のとおり都市計画事
業を認可した。
平成２１年４月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 施 行 者 の 名 称 帯広市
２ 都市計画事業の種類及び名称 帯広圏都市計画道路事業（８・３・４号啓北グリーン

ロード）
３ 事 業 施 行 期 間 平成２１年４月７日から平成２６年３月３１日まで
４ 事 業 地
収 用 の 部 分 帯広市西８条北２丁目、西８条北３丁目、西８条北４

丁目、西９条北１丁目、西９条北２丁目及び西９条北３
丁目地内

北海道告示第２７２号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成２１年４月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量
財務会計トータルシステム業務処理委託 一式

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成２１年３月２７日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道
� 住 所 札幌市中央区北２条西４丁目１番地
４ 随意契約に係る契約金額
３１４，７９０，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

３７２号）第１０条第１項第１号の規定による。
７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道出納局経理課
� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

公 表

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１項の規定により、二級河川厚別川水系厚別川、

新冠川水系新冠川、真沼津川水系真沼津川並びに静内川水系静内川及び古川に係る浸水想定

区域を指定したので、同条第３項の規定により当該区域及び浸水した場合に想定される水深

を公表する。

これらを表示した図面は、北海道建設部土木局河川課並びに北海道室蘭土木現業所事業部

治水課及び静内総合治水事務所に備え置いて閲覧に供する。

平成２１年４月７日

北海道知事 高 橋 はるみ

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１項の規定により、二級河川長流川水系長流川

及び気門別川水系気門別川に係る浸水想定区域を指定したので、同条第３項の規定により当

該区域及び浸水した場合に想定される水深を公表する。

これらを表示した図面は、北海道建設部土木局河川課並びに北海道室蘭土木現業所事業部

治水課及び洞爺出張所に備え置いて閲覧に供する。

平成２１年４月７日

北海道知事 高 橋 はるみ

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１項の規定により、二級河川苫小牧川水系苫小

牧川及び厚真川水系厚真川に係る浸水想定区域を指定したので、同条第３項の規定により当

該区域及び浸水した場合に想定される水深を公表する。

これらを表示した図面は、北海道建設部土木局河川課並びに北海道室蘭土木現業所事業部

治水課及び苫小牧出張所に備え置いて閲覧に供する。

平成２１年４月７日

北海道知事 高 橋 はるみ

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１項の規定により、二級河川白老川水系白老川

に係る浸水想定区域を指定したので、同条第３項の規定により当該区域及び浸水した場合に

想定される水深を公表する。

これらを表示した図面は、北海道建設部土木局河川課並びに北海道室蘭土木現業所事業部

治水課及び登別出張所に備え置いて閲覧に供する。

平成２１年４月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
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道立子ども総合医療・
療 育 セ ン タ ー 告 示

北海道立子ども総合医療・療育センター告示第２３号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２１年４月７日

北海道立子ども総合医療・療育センター長 工 藤 亨
１ 落札に係る特定役務の名称及び数量
平成２１年度北海道立子ども総合医療・療育センター庁舎清掃業務 一式

２ 落札を決定した日
平成２１年３月２３日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社東洋建物興業
� 住 所 札幌市中央区北６条西２２丁目２番７号
４ 落札金額
５９，９１３，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２１年２月３日付け北海道立子ども総合医療・療育センター告示第１号及び平成２１年
２月１０日付け北海道立子ども総合医療・療育センター告示第４号
７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道立子ども総合医療・療育センター企画総務課
� 所在地 札幌市手稲区金山１条１丁目２４０番６号

道 監 査 委 員 公 表

監査公表第６号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定により実施した平成１９年度に係
る財政的援助団体等の監査の結果を次のとおり公表する。
（「次のとおり」は省略し、その関係書類は、北海道監査委員事務局総括監査課に備え置
いて一般の縦覧に供する。）
平成２０年４月７日

北海道監査委員 段 坂 繁 美
北海道監査委員 工 藤 敏 郎

北海道監査委員 見 野 全
北海道監査委員 坂 本 人 士
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